
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

令和７年度 学校教育の主な取組について 

☆令和７年度の学校教育のポイント 

 〇「第 4次学校教育振興基本計画」に示す６つの基本方針に基づき、誰一人取り残さない、多様な人々が共に生きる社会の実現に向けた学校教育を推進する。 

〇学校や家庭、地域・社会と連携・協働して、今を生きるすべての子どもたちの成長を支え、これからの社会を生きていくために必要となる確かな力を育む取組を進める。 

 
 

 
    

 

１ 確かな学力の育成 

(1) 授業の質的な向上 

(2) 基礎的・基本的な知識・技能等の習得

や習熟度別指導の充実 

(3) 教科等横断的な学習や身に付けた力

を活用する探究的な学習 

(4) ICTを活用した学習活動の充実 

(5) 理科の実験・観察の支援 

(6) 外国語教育におけるコミュニケーシ

ョン能力の向上 

(7) 読書活動の推進 

(8) 研究や研修の充実 

基本方針Ⅱ 特別支援教育の推進 

基本方針Ⅰ 学校教育の充実 

 
２ 健やかな体と健康で安全に生活

する力の育成 

(1) 体力向上のための教育活動の充実 

(2) 健康教育の推進 

(3) 基本的な生活習慣の定着 

(4) 地域の力を活用した取組の推進 

(5) 専門的な技能を有する人材を生かし

た指導 

(6) 安全教育プログラムの活用 

(7) 自然災害についての知識の習得や自

然災害への対応 

(8) 危機管理マニュアルの改善 

３ 豊かな心の育成 

(1) 人権教育や道徳教育の推進 

(2) いじめの未然防止と早期発見・早期対応 

(3) 暴力行為の根絶 

(4) 生命を尊重する教育の徹底 

(5) 安全かつ倫理的な SNS等の活用 

(6) 「立川市民科」の充実 

(7) 自己実現への意欲・態度の育成 

(8) 伝統文化と国際理解の推進 

(9) 様々な困難を抱える児童・生徒への支援 

(10) 不登校対策のための取組 

(11) 幼保小中連携教育の充実 

４ 円滑な教育活動の推進 

(1) 支援員等の配置による教職員への業務負担の軽減 

(2) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の活用 

(3) 外国にルーツをもつ児童・生徒への支援 

(4) 地域の教育力の活用や地域と連携した学校づくりの推進 

(5) クラブ活動や部活動の地域との連携や休日部活動の地域連携・地域移行 

５ 教職員の適正配置と環境整備 

(1) 適材適所の教員配置 

(2) 体罰や暴言、性暴力等の根絶 

(3) 「学校における働き方改革」の推進や ICTを活用した校務改善 

(4) 私費会計事務の機能強化 

 基本方針Ⅲ 学校教育環境の充実 

１ 連続性のある多様な学びの場

と支援の充実 

(1) 特別支援学級等の整備・運営支援 

(2) 発達障害等のある児童・生徒に対

する支援体制の充実 

(3) 介助や医療的ケアを必要とする

児童・生徒の受入環境の整備 

(4) バリアフリーの整備 

２ 学校における指導の充実 

(1) 教職員の専門性向上と校内体制の充実 

(2) 児童・生徒の深い理解と認識に基づく指導の充実 

(3) 交流及び共同学習の充実や副籍制度による交流活動の推進 

(4) 児童・生徒、保護者、地域への理解啓発 

３ 相談・連携体制の充実 

(1) 就学相談機能や教育相談機能の充実 

(2) 就学や教育相談における関係機関との連携 

１ 教育ＩＣＴ環境の整備 

(1) ＩＣＴ環境の整備（構築及び活用支援） 

・教育情報システムのクラウド化 

・校務系と学習系のネットワーク統合および高速大容量

の通信ネットワークに対応したネットワーク更新 

・ネットワーク統合に伴う端末統合と端末のゼロトラス

ト対応 

・学習系と校務系システムのヘルプデスク一元化 

２ 就学の機会と安全・安心の確保 

(1) 義務教育の保障に係る教育費の援助 

(2) 登下校時の安全確保 

３ 児童・生徒の保健衛生の推進 

(1) 児童・生徒の保健衛生 

(2) 学校内の環境衛生の確保 

(3) 感染症の予防 

 
基本方針Ⅳ 学校給食の提供と食育の充実 

１ 学校給食事業の適切

な運営 

(1) 東・西調理場の効率的

な事業運営 

(2) 西調理場の管理運営 

(3) 学校給食費の無償化 

(4) 適切な徴収管理の推進 

２ 安全・安心な給食の提供と食育の充実 

(1) 衛生的かつ良質な食材料の調達 

(2) 衛生管理の徹底 

(3) 手づくり給食の推進 

(4) 食物アレルギー対応の徹底 

(5) 食育指導の支援 

(6) 保護者等への情報発信の強化 

 基本方針Ⅴ 教育行政の推進 

１ 総合的な教育行政の企画と推進 

(1) 教育施策にかかる総合調整や企画立案 

(2) 教育行政の推進 

(3) 広報活動の推進 

２ 学校施設環境の維持管理や環境に配慮した学校施設等の整備 

(1) 良好な学校施設の維持管理 

(2) 教室の暑さ対策 

(3) 校舎照明設備の LED化や校舎等への太陽光発電設備等の設置 

 基本方針Ⅵ 学校施設環境の充実 

１ 公共施設の計画的な更新  (1) 計画的な学校施設の建替及び改修 

令 和 ７ 年 １ 月 2 3 日 
総 合 教 育 会 議 資 料 ２ 
教  育  部  指  導  課 
 


